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INFORMATION INFORMATION
畜
犬
登
録
お
よ
び
狂
犬
病
予
防

畜
犬
登
録
お
よ
び
狂
犬
病
予
防

注
射
を
行
い
ま
す

注
射
を
行
い
ま
す

　

令
和
７
年
度
畜
犬
登
録
・
狂
犬
病
予
防
注

射
を
次
の
日
程
で
実
施
し
ま
す
の
で
、
畜
犬

飼
育
者
（
生
後
91
日
以
上
の
犬
の
飼
育
者
）

は
、
最
寄
り
の
実
施
場
所
で
必
ず
受
け
て
く

だ
さ
い
。
な
お
、
農
村
地
区
の
登
録
済
飼
育

者
に
つ
い
て
は
、
巡
回
し
て
予
防
注
射
を
行

い
ま
す
の
で
、
巡
回
日
程
表
を
確
認
の
う
え

在
宅
願
い
ま
す
。
ま
た
、
当
日
不
在
の
方
は

動
物
病
院
、
ま
た
は
北
海
道
農
業
共
済
組
合

十
勝
統
括
セ
ン
タ
ー
十
勝
東
部
支
所
で
受
け

て
く
だ
さ
い
。

【
料
金
（
１
頭
に
つ
き
）】

▽
登
録
済
の
犬
＝
注
射
料
３
２
４
０
円

▽
未
登
録
の
犬
＝
注
射
料
３
２
４
０
円
、
登

録
料
３
０
０
０
円

【
注
意
】

①
こ
の
登
録
と
予
防
注
射
は
、
狂
犬
病
予
防

法
に
基
づ
き
実
施
し
て
い
ま
す
。
受
け
ら

れ
な
い
飼
育
者
は
法
律
に
よ
り
処
罰
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
必
ず
受
け
て

く
だ
さ
い
。

②
登
録
は
犬
の
生
涯
で
１
度
で
す
が
、
登
録

事
項
変
更
（
死
亡
・
不
明
・
所
有
者
住
所

の
変
更
等
）
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か

に
役
場
住
民
課
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

畜
犬
取
締
り
・
野
犬
掃
と
う
の

畜
犬
取
締
り
・
野
犬
掃
と
う
の

実
施
実
施

　
「
豊
頃
町
畜
犬
取
締
お
よ
び
野
犬
掃
と
う

条
例
」
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
野
犬
掃
と

う
を
実
施
し
ま
す
。

期
間
▽
４
月
１
日
（
火
）
～
令
和
８
年
３
月

31
日
（
火
）

区
域
▽
町
内
全
域

方
法
▽
捕
獲
・
薬
殺
等

注
意
▽
期
間
中
、
つ
な
が
れ
て
い
な
い
犬
は

す
べ
て
野
犬
と
み
な
さ
れ
処
分
の
対
象
と
な

り
ま
す
の
で
、２
ｍ
以
内
の
鎖
で
つ
な
ぐ
か
、

檻
で
飼
う
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
日
ご
ろ
か
ら
犬
が
放
れ
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
首
輪
や
檻
の
扉
な
ど
の
点
検
を

し
ま
し
ょ
う
。

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
養
育
す
る
父
母
等
に
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

【
受
給
資
格
者
】

　

20
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
家
庭
で
監
護
、
養
育
す
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

と
き
は
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
や
対
象
児
童
が
、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

•	

対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き
（
た
だ
し
、
通
園
し

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

対
象
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
（
令
和
７
年
４
月
か
ら
月
額
）】

　

手
当
は
認
定
請
求
し
た
日
の
属
す
る
翌
月

分
よ
り
次
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

•	

１
級　

５
５
３
５
０
円

•	

２
級　

３
６
８
６
０
円

　

た
だ
し
、受
給
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
、

ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

の
額
以
上
で
あ
る
と
き
、
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

日
本
赤
十
字
社
社
資
・
寄
付
金

日
本
赤
十
字
社
社
資
・
寄
付
金

募
集
の
お
礼
と
報
告

募
集
の
お
礼
と
報
告

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
、
た
く
さ
ん
の

社
資
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
令
和
６
年
度
受

付
の
総
額
は
、
53
万
６
５
０
０
円
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
お
預
か
り
し
た
社
資
は
、
全

額
を
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
へ
送
金
い

た
し
ま
し
た
。

【畜犬登録・狂犬病予防注射の日程】

5 月15 日（木）
中央新町

豊頃南町

豊頃旭町

茂岩本町

茂岩末広町

茂岩栄町

牛首別

二宮東

二宮中央

湧洞

旅来

大津寿町

大津幸町

二宮西
5 月16 日（金）
礼文内・十弗・北栄・育素多・幌岡・豊頃

統内・礼作別・農野牛・下農野牛

北
海
道
農
業
共
済
組
合
十
勝
統
括
セ
ン
タ
ー
十
勝
東
部
支
所
で
も
予
防

注
射
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。事
前
に
電
話
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

北
海
道
農
業
共
済
組
合
十
勝
統
括
セ
ン
タ
ー
十
勝
東
部
支
所

☎
（
574
）
２
４
２
１

　

社
資
は
、
自
然
災
害
な
ど
に
お
け
る
災
害

救
護
活
動
、
国
際
活
動
の
ほ
か
、
医
療
活
動

や
看
護
師
の
養
成
、
救
護
法
講
習
会
の
普
及

な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
厚
志
に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
豊
頃
町
分
区
（
役
場
福
祉

課
福
祉
係
）
☎
（
574
）
２
２
１
４

児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
、
ひ
と
り
親
世
帯
の
お
子
さ

ん
の
健
や
か
な
成
長
と
生
活
の
安
定
・
自
立

を
促
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
お
子
さ
ん
を

養
育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す
る
も
の

で
す
。

【
受
給
資
格
者
】

▽
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
児
童
（
18
歳
に

達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
の

間
に
あ
る
者
、
ま
た
は一
定
の
障
が
い
の
状
態

に
あ
る
20
歳
未
満
の
者
）
を
監
護
、
養
育

し
て
い
る
父
、
母
ま
た
は
養
育
者

•	

父
母
が
婚
姻
を
解
消
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
法
令
の
定
め
る
程
度
の
障
が
い

の
状
態
に
あ
る
児
童

•	

父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

•	

父
ま
た
は
母
か
ら
１
年
以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を

受
け
た
児
童

•	

父
ま
た
は
母
が
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

•	

母
が
婚
姻
し
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

•	

父
母
と
も
不
明
で
あ
る
児
童
（
孤
児
な
ど
）
等

令和 7年度の児童扶養手当額（月額）　R7年 4月～

全額支給 一部支給

本体額 45,500 円 45,490 円 ～ 10,740 円

第 2 子以降
加算額

10,750 円 10,740 円 ～ 5,380 円

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

こ
の
制
度
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

の
障
が
い
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
、
ま
た

は
20
歳
未
満
の
方
に
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
方
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

た
だ
し
、
受
給
資
格
者
（
請
求
者
）、
も

し
く
は
そ
の
配
偶
者
ま
た
は
扶
養
義
務
者
の

前
年
の
所
得
が
一
定
の
額
以
上
で
あ
る
と
き

は
、
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
詳
細
は
お

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

【
受
給
資
格
者
】

特
別
障
害
者
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き

は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
者

支
援
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
病
院
ま

た
は
診
療
所
に
３
か
月
を
超
え
て
入
院

し
た
と
き
。

障
害
児
福
祉
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
重

度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未

満
の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
経
過
的
）
福
祉
手
当
▽
昭
和
61
年
４
月
１
日

に
お
い
て
、
従
前
の
福
祉
手
当
を
受
給
し
て

お
り
、
特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
で
き
な
い
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
と
き
は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
児

入
所
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
が
い

を
事
由
と
す
る
年
金
等
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
】（
令
和
６
年
４
月
～
）

特
別
障
害
者
手
当
▽
月
額
２
８
８
４
０
円

障
害
児
福
祉
手
当
、（
経
過
的
）
福
祉
手
当

▽
月
額
１
５
６
９
０
円

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

赤
ち
ゃ
ん
広
場
に
お
い
で
く
だ
さ
い

　

乳
児
（
１
歳
６
か
月
未
満
）
を
持
つ
親
子

が
安
心
し
て
遊
べ
、
お
母
さ
ん
同
士
が
子
育

て
に
つ
い
て
気
軽
に
お
し
ゃ
べ
り
で
き
る
広

場
で
す
。

【
自
由
遊
び
・
手
遊
び
】

４
月
９
日
（
水
）・
16
日
（
水
）・
23
日
（
水
）

▽
９
時
～
12
時

【
自
由
遊
び
・
ベ
ビ
ー
マ
ッ
サ
ー
ジ
】

４
月
30
日
（
水
）
▽
９
時
～
12
時

持
ち
物
▽
バ
ス
タ
オ
ル
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。こ

ど
も
プ
ラ
ザ
と
よ
こ
ろ

１
歳
６
か
月
未
満
児
（
令
和
５
年
10
月
１

日
以
降
生
）
の
親
子
お
よ
び
妊
娠
中
の
方

※
未
就
学
児
の
兄
弟
姉
妹
同
伴
は
か
ま
い
ま

せ
ん
。
兄
弟
姉
妹
に
つ
い
て
は
別
室
で
託
児

を
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
（
574
）
３
９
３
１

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
生
活
・
環
境
▽
福
祉

役
場
だ
よ
り

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
福
祉
▽
子
育
て


